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議
案
第
三
十
三
号 

 

文
京
区
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る 

法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
頁 

議
案
第
三
十
四
号 

 

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
頁 

議
案
第
三
十
五
号 

 

文
京
区
空
家
等
対
策
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

９
頁 

議
案
第
三
十
六
号 

 
文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条 

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
三
十
七
号 

 

文
京
区
立
白
山
交
流
館
及
び
文
京
区
立
千
駄
木
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
三
十
八
号 

 

文
京
区
立
目
白
台
交
流
館
及
び
文
京
区
立
根
津
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
三
十
九
号 

 

文
京
総
合
体
育
館
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
四 

十
号 

 

文
京
区
立
目
白
台
運
動
公
園
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
四
十
一
号 

 

文
京
区
立
根
津
児
童
館
及
び
文
京
区
立
目
白
台
第
二
児
童
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ 

い
て 
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議
案
第
三
十
三
号 

 
 

 

文
京
区
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
十
月
文
京
区
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
法
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
法

別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
」
に
、
「
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
」
を
「
利

用
特
定
個
人
情
報
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
特
定
個
人
情
報
」
を
「
利
用
特
定
個
人
情
報
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
第
二
の
一
の
項
中
「
支
給
に
関
す
る
情
報
」
の
下
に
「
若
し
く
は
通
知
に
基
づ
く
行
政
措
置
と
し
て
日
本
国
民
に
対
す
る
生

活
保
護
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
っ
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
の
措
置
に
関
す
る
情
報
」
を
加
え
、
同
表
二
の
項
中
「
又
は
障
害
者

関
係
情
報
」
を
「
、
障
害
者
関
係
情
報
又
は
医
療
保
険
各
法
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
、
船
員
保
険
法
（
昭

十 

区
長 

文
京
区
子
ど
も
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
六
月
文
京
区
条
例
第
四
十
号
）
に
よ
る

医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の 
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和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合

法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
又
は
地
方
公
務
員
等
共

済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
の
支
給
若
し
く
は
保
険
料
の
徴
収
に
関
す
る
情
報
」
に
改
め
、
同
表
四

の
項
中
「
生
活
保
護
関
係
情
報
」
の
下
に
「
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
に
よ
る
支
援
給
付
若
し
く
は
配
偶
者
支
援
金
の
支

給
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
等
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
表
十
の
項
中
「
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六

年
法
律
第
三
十
号
）
に
よ
る
支
援
給
付
若
し
く
は
配
偶
者
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
等
関

係
情
報
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

     

付 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
改
正
規
定
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

十
一 

区
長 

文
京
区
子
ど
も
の
医
療
費
の
助

成
に
関
す
る
条
例
に
よ
る
医
療

費

の

助

成

に

関

す

る

事

務

で

あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の 

医
療
保
険
各
法
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
の
支
給
又
は
保
険
料
の
徴

収
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の 
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（
説 

 

明
） 

 
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
に

基
づ
き
、
個
人
番
号
を
利
用
す
る
事
務
を
追
加
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
三
十
四
号 

 
 

 

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
三

の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
二
条 

高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
は
、
当
該
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規

則
で
定
め
る
時
間
内
に
お
い
て
、
三
十
分
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
高
年
齢
と
し
て
条
例
で
定
め
る
年
齢
は
、
六
十
歳
と
す
る
。 

３ 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
前
項
に
規
定
す
る
年
齢
に
達
し
た
日
が
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日
以
後
の
日
か
ら
、
当
該
職

員
に
係
る
高
齢
者
部
分
休
業
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
承
認
の
取
消
し
又
は
休
業
時
間
の
短
縮
） 

第
三
条 

任
命
権
者
は
、
高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と

な
っ
た
場
合
で
当
該
職
員
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
係
る
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
休
業
時
間

（
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
し
な
い
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
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る
。 

（
休
業
時
間
の
延
長
） 

第
四
条 

任
命
権
者
は
、
既
に
高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
か
ら
休
業
時
間
の
延
長
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
で
公
務
の
運
営

に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
係
る
休
業
時
間
の
延
長
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
給
与
の
減
額
） 

第
五
条 

職
員
（
次
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
）
が
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
七
月
文
京
区
条
例
第
二
十
九
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
給
料
の
月
額
、
管
理
職
手
当
の
月
額
及
び
給
与
条
例
第
十
九
条
に
規
定

す
る
規
則
で
定
め
る
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
年
三
月
文
京
区
条
例
第
四
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
に
五
十
二
を

乗
じ
た
も
の
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
五
で
除
し
て
得
た
時
間
に
給
与
条
例
第
十
九
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
日

の
数
を
乗
じ
た
も
の
を
減
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十

号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
た
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規

定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
減
額
し
て
給
与
を
支
給
す
る
。 

２ 

幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
幼
稚
園
教
育
職
員
給
与
条

例
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
が
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
幼
稚
園
教
育
職
員
給

与
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
給
料
の
月
額
、
教
職
調
整
額
の
月
額
、

管
理
職
手
当
の
月
額
及
び
幼
稚
園
教
育
職
員
給
与
条
例
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
文
京
区
教
育
委
員
会
規
則
（
以
下
「
教
育
委
員
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会
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
九
号
。
以
下
「
幼
稚
園
教
育
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
五
で
除
し
て
得
た
時
間
に

幼
稚
園
教
育
職
員
給
与
条
例
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
の
数
を
乗
じ
た
も
の
を
減
じ
た
も
の
で
除

し
て
得
た
額
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
同
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
幼
稚
園
教
育
職
員
勤
務
時
間

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
減
額
し
て
給
与

を
支
給
す
る
。 

（
委
任
） 

 

第
六
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
特
別
区
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
規
則
で
定
め
る
。 

 

付 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

高
齢
者
部
分
休
業
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
三
十
五
号 

 
 

 

文
京
区
空
家
等
対
策
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
空
家
等
対
策
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
空
家
等
対
策
審
議
会
条
例
（
平
成
二
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
号
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行
の

日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る

た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
三
十
六
号 

 
 

 

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
九
月
文
京
区
条
例

第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
十
六
条
第
三
項
中
「
第
六
条
第
二
項
中
」
の
下
に
「
「
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
利
用
教
育
を
提

供
し
て
い
る
施
設
」
と
、
」
を
、
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、
」
の
下
に
「
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も

の
区
分
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
、
」
を
加
え
る
。 

  
 

 

付 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 
 

明
） 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

二
十
六
年
内
閣
府
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
三
十
七
号 

 
 

 

文
京
区
立
白
山
交
流
館
及
び
文
京
区
立
千
駄
木
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
立
白
山
交
流
館
及
び
文
京
区
立
千
駄
木
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ

せ
る
者
を
左
記
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

公
の
施
設 

    

二 

指
定
管
理
者 

 

東
京
都
中
央
区
銀
座
四
丁
目
十
二
番
十
五
号 

株
式
会
社
オ
ー
エ
ン
ス 

三 

指
定
の
期
間 

 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  

文
京
区
立
千
駄
木
交
流
館 

文
京
区
立
白
山
交
流
館 

名 
 

 
 

 
 

称 

東
京
都
文
京
区
千
駄
木
三
丁
目
四
十
二
番
二
十
号 

東
京
都
文
京
区
白
山
四
丁
目
二
十
七
番
十
一
号 

位 
 

 
 

 
 

置 
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（
説 

 

明
） 

 
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
三
十
八
号 

 
 

 

文
京
区
立
目
白
台
交
流
館
及
び
文
京
区
立
根
津
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
立
目
白
台
交
流
館
及
び
文
京
区
立
根
津
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ

せ
る
者
を
左
記
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

公
の
施
設 

    

二 

指
定
管
理
者 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
葵
三
丁
目
十
五
番
三
十
一
号 

株
式
会
社
日
本
保
育
サ
ー
ビ
ス 

三 

指
定
の
期
間 

 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  

文
京
区
立
根
津
交
流
館 

文
京
区
立
目
白
台
交
流
館 

名 
 

 
 

 
 

称 

東
京
都
文
京
区
根
津
一
丁
目
十
四
番
三
号 

東
京
都
文
京
区
目
白
台
三
丁
目
十
八
番
七
号 

位 
 

 
 

 
 

置 
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（
説 

 

明
） 

 
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
三
十
九
号 

 
 

 

文
京
総
合
体
育
館
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
総
合
体
育
館
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ

せ
る
者
を
左
記
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

公
の
施
設 

 
 

         

文
京
区
小
石
川
運
動
場 

文
京
区
後
楽
公
園
少
年
野
球
場 

文
京
区
六
義
公
園
運
動
場 

文
京
江
戸
川
橋
体
育
館 

文
京
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー 

文
京
総
合
体
育
館 

名 
 

 
 

 
 

称 

東
京
都
文
京
区
後
楽
一
丁
目
八
番
二
十
三
号 

東
京
都
文
京
区
後
楽
一
丁
目
六
番
二
十
五
号 

東
京
都
文
京
区
本
駒
込
六
丁
目
十
六
番
十
号 

東
京
都
文
京
区
小
日
向
一
丁
目
七
番
四
号 

東
京
都
文
京
区
大
塚
三
丁
目
二
十
九
番
二
号 

東
京
都
文
京
区
本
郷
七
丁
目
一
番
二
号 

位 
 

 
 

 
 

置 
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二 
指
定
管
理
者 

 

文
京
区
ス
ポ
ー
ツ
推
進
共
同
事
業
体 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

構
成
員
（
代
表
者
） 

 

東
京
都
文
京
区
後
楽
一
丁
目
三
番
六
十
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
東
京
ド
ー
ム 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
後
楽
一
丁
目
三
番
六
十
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
東
京
ド
ー
ム
ス
ポ
ー
ツ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
北
浜
四
丁
目
一
番
二
十
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

美
津
濃
株
式
会
社 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
十
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー 

構
成
員 
 

 
 

 
 

 
東
京
都
文
京
区
後
楽
一
丁
目
四
番
十
八
号
ト
ヨ
タ
東
京
ビ
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
公
益
財
団
法
人
日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会 

三 

指
定
の
期
間 

 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

文
京
区
竹
早
テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

東
京
都
文
京
区
小
石
川
五
丁
目
九
番
一
号 
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議
案
第
四
十
号 

 
 

文
京
区
立
目
白
台
運
動
公
園
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 

令
和
五
年
十
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

文
京
区
立
目
白
台
運
動
公
園
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ 

せ
る
者
を
左
記
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

公

の

施

設 
 

東
京
都
文
京
区
目
白
台
一
丁
目
十
九
番
・
二
十
番 

文
京
区
立
目
白
台
運
動
公
園 

二 

指
定
管
理
者 

 

目
白
台
運
動
公
園
共
創
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

構
成
員
（
代
表
者
） 

 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
二
丁
目
一
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

シ
ン
コ
ー
ス
ポ
ー
ツ
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
港
区
高
輪
三
丁
目
四
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

太
陽
ス
ポ
ー
ツ
施
設
株
式
会
社 

三 

指
定
の
期
間 

 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 
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（
説 

 

明
） 

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
四
十
一
号 

 
 

 

文
京
区
立
根
津
児
童
館
及
び
文
京
区
立
目
白
台
第
二
児
童
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
立
根
津
児
童
館
及
び
文
京
区
立
目
白
台
第
二
児
童
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ

せ
る
者
を
左
記
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

公
の
施
設 

    

二 

指
定
管
理
者 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
葵
三
丁
目
十
五
番
三
十
一
号 

株
式
会
社
日
本
保
育
サ
ー
ビ
ス 

三 

指
定
の
期
間 

 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  

文
京
区
立
目
白
台
第
二
児
童
館 

文
京
区
立
根
津
児
童
館 

名 
 

 
 

 
 

称 

東
京
都
文
京
区
目
白
台
三
丁
目
十
八
番
七
号 

東
京
都
文
京
区
根
津
一
丁
目
十
四
番
三
号 

位 
 

 
 

 
 

置 
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（
説 

 

明
） 

 
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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